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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 平成２４年７月１１日 １５時１７分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第１区の咲
さき

洲
しま

南港北地区護岸 

 大阪府大阪市所在の大阪北港口防波堤灯台から真方位２００° 

１,０６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３８.６′ 東経１３５°２４.６′） 

事故調査の経過  平成２４年７月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ セメント運搬船 千早
ち は や

丸、６,８３５トン 

   １３６９６７、アジアパシフィックマリン株式会社 

   １３５.００ｍ×１９.００ｍ×９.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,３１０kＷ、平成１２年５月１９日 

Ｂ ケミカルタンカー 昭
しょう

豊
ほう

丸、４５２トン 

   １３３６８０、有限会社伸和汽船 

   ５９.９０ｍ×９.４０ｍ×４.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成４年１０月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

 一級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 平成１１年３月１２日 

   免 状 交 付 年 月 日 平成２１年２月２７日 

   免状有効期間満了日 平成２６年３月１１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

五級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和４９年１１月２９日 

   免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月２日 

   免状有効期間満了日 平成２８年２月４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ船 球状船首部に破口を伴う凹損 

護岸 スリットケーソンの上部工及びスリット柱の損壊等       

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、平成２４年７月１１日１５時

００分ごろ阪神港大阪第３区の第２突堤第５号岸壁を離岸し、船長Ａ
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が操舵室右舷側で操船に当たり、船尾係留索を放したのちに昇橋した

航海士Ａが、おおさかポートラジオにＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」

という。）でＡ船の離岸時刻等を通報し、おおさかポートラジオから「ほ

ぼ同時刻にフェリー１隻及びコンテナ船１隻が出港する」旨の情報提

供を受けたのちに手動操舵に就き、大阪第３区を約２８４°（真方位、

以下同じ。）の針路で増速しながら航行した。 

 船長Ａは、Ａ船の後方を同航していたコンテナ船（以下「後続船」

という。）が気に掛かっていたので、ふだんより早めに全速力前進まで

増速しながら阪神港内港航路の東口に向けて航行し、１５時１２分ご

ろ、速力（対地速力、以下同じ。）が約１０.４ノット（kn）となった

頃、右舷船首１５～２０°付近に大阪第１区の桜島埠頭の西方を内港

航路に向けて南進するＢ船を初めて視認したものの、Ｂ船が右転して

出港する船舶か、左転して大阪第２区又は大阪第３区に向かう船舶か

が分からなかったので、Ａ船が内港航路を西進して出港する船舶であ

ることを示すために左転した。 

 船長Ａは、１５時１３分ごろ、Ｂ船の進路信号を見てＢ船が大阪第

３区に向かう船舶であることが分かったものの、これまでの経験上、

桜島埠頭の西方を南進して大阪第３区に向かう小型の船舶は、桜島埠

頭の南端付近に差し掛かった頃に左転していたので、Ｂ船もいずれ左

転するので、Ａ船が右転して桜島埠頭寄りの内港航路北側部分を航行

すれば、Ｂ船と著しく接近することとなり、また、右舷後方に後続船

がいたので、右転することができず、Ｂ船に対してＡ船の存在を知ら

せるために汽笛で長音１回を吹鳴するとともに、Ｂ船と右舷を対して

通過するつもりで左転した。 

 船長Ａは、１５時１４分ごろ、船首が約２６４°を向いて速力が約

１２.１kn となった頃、操舵室左舷側に移動してＢ船を確認したとこ

ろ、右舷船首５°付近のＢ船が前路を右から左に横切る態勢であるこ

とを認め、汽笛で短音を５回以上吹鳴して警告信号を行ったが、Ｂ船

の針路及び速力に変化がなかった。 

船長Ａは、１５時１５分ごろ、内港航路東口の南端付近に達した頃、

Ｂ船と距離約５００～６００ｍまで接近し、衝突の虞が生じたので、

機関を非常時全速力後進にかけるとともに、操舵及びスラスターを使

用して衝突を避けようとしていたところ、１５時１６分ごろＢ船が右

回頭して反転し、衝突が回避された。 

船長Ａは、Ｂ船との衝突を回避することができたものの、機関を後

進にかけたことで船首が左に振れて左舷側にある咲洲南港北地区護岸

（以下「本件護岸」という。）に接近したので、機関、舵及び船首尾の

スラスターを種々に使用して本件護岸への接近を避けようとしたが、

前進惰力で本件護岸に接近し、１５時１７分ごろＡ船の船首部が本件

護岸に衝突した。 
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 船長Ａは、１５時３０分ごろ、Ａ船の損傷状況及び浸水の有無等を

確認したのち、海上保安庁へ本事故の発生を通報した。 

 Ａ船は、自力で本件護岸から離れることができず、１７時２５分ご

ろタグボート２隻により本件護岸から引き離され、大阪第３区の岸壁

に着岸した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、１４時５５分ごろ阪神港の港

外を抜錨して大阪第３区の荷役予定岸壁に向かい、進路信号として第

３区港大橋以東の係留施設に向かって航行することを示す国際信号旗

の第２代表旗、数字旗３及び文字旗Ｋを掲げ、船長Ｂが手動操舵に就

いて単独で操船に当たり、大阪市此花区北港北地区（舞
まい

洲
しま

）と北港南

地区（夢
ゆめ

洲
しま

）との間の水路を約５.８knの速力で東進した。 

 Ｂ船は、夢洲北東端が右舷正横に並ぶ頃、内港航路に向ける約１６

６°の針路として間もなく、船長Ｂが、１５時１２分ごろ、桜島埠頭

南端の東南東方に内港航路に向けて西進中のＡ船を初めて視認したの

で、Ａ船と内港航路で左舷を対して通過できるように速力を約９.５kn

に増速した。 

 船長Ｂは、港則法の規定により、阪神港において、総トン数５００

トン以下の船舶（以下「小型船」という。）であるＢ船が、小型船及び

雑種船以外の船舶であるＡ船の進路を避けなければならないことを知

っていたものの、ふだん、Ａ船と同程度の出港船が港内を約８～９kn

の速力で航行しているので、Ｂ船が増速したことにより、Ａ船の船首

方を通過したのち、内港航路の南側部分に入って同航路の右側を東進

し、Ａ船と左舷を対して通過することができると思い、船首方の本件

護岸までの距離を目測することに注意を向けて航行した。 

 船長Ｂは、１５時１４分ごろ、内港航路の北側境界線付近に接近し

た頃、Ａ船の位置を確認したところ、Ａ船が内港航路の本件護岸寄り

を航行し、また、思っていた以上にＡ船に接近していることに気付い

たが、Ｂ船が左転すれば、進路信号を掲げていることでもあり、Ａ船

に左舷を対して通過したいという操船の意図が伝わるのではないかと

思い、左舵約５°を取って内港航路で左転を始めるとともに、更に増

速した。 

 Ｂ船は、内港航路で左転していたところ、船首方の本件護岸までの

距離が約２００ｍとなり、また、Ａ船との衝突の危険を感じたので、

１５時１５分ごろ右舵一杯を取って右回頭し、内港航路の南側航路外

で反転してＡ船との衝突を回避した。 

 船長Ｂは、大阪第３区の荷役予定岸壁に向かい、同岸壁に着岸後、

来船した海上保安官からＡ船が本件護岸に衝突したことを知らされ

た。  

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 
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 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

Ａ船は、可変ピッチプロペラ（右旋）を備えた１機１軸船であり、

機関を後進にかけると船首が左に振れる特性があった。 

 Ａ船の後進性能は、次のとおりであった。 

試験条件 機関出力 排水量 平均喫水 

連続最大出力 ７,０６６トン ３.９３ｍ 

後進性能 後進発令前前進速力 １５.５kn 

後進発令から船体停止までに要した時間 ４′４１″ 

後進発令から船体停止までの航走距離 ９６９ｍ 

船長Ａは、他船から見てＡ船の総トン数が５００トンを超えている

ことは分かるだろうと思い、国際信号旗の数字旗１を掲げていなかっ

た。 

Ａ船は、船首部の構造物により、船首方を見通すことができない部

分が生じていたが、本事故当時、船長Ａが、操舵室を左右に移動して

見張りを行っていたので、Ｂ船に対する見張りに支障はなかった。 

Ａ船は、空船であり、出港時の喫水は、船首約３.７７ｍ及び船尾約

５.０９ｍであった。 

 Ｂ船は、１１日午前中に大阪第１区で揚げ荷役を終えて離岸し、１

３時５０分ごろ大阪第３区の荷役予定岸壁への着岸時間調整のために

阪神港の港外で錨泊した。 

  船長Ｂは、Ａ船からの汽笛信号及び汽笛の吹鳴に連動した発光信号

に気付かなかった。 

 Ｂ船は、本事故当時、Ｎｏ.２カーゴタンクにジクロロメタン（危険

物船舶運送及び貯蔵規則により毒物性危険物に指定されている。）約２

００ｔを積載し、喫水は、船首約１.６０ｍ及び船尾約３.６０ｍであ

った。 

Ａ船及びＢ船は、ＶＨＦを聴守していたものの、ＶＨＦによる交信

を行わなかった。 

  港則法第１８条第２項には、次のとおり規定されている。 

  港則法第１８条第２項 

   総トン数５００トンを超えない範囲内において国土交通省令で 

定めるトン数以下の船舶であって雑種船以外のもの（以下「小型 

船」という。）は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑 

する特定港内においては、小型船及び雑種船以外の船舶の進路を 

避けなければならない。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、内港航路の南側境界線付近を西進中、船長Ａが、右舷船首

方に同航路へ向けて航行するＢ船を視認し、その後、Ｂ船が大阪第３

区へ向かうことが分かり、Ｂ船が左転するものと思い、右舷を対して

航行するつもりで左転して本件護岸寄りに航行したが、Ｂ船が船首方

を横切る態勢であることを知り、警告信号を行ったものの続航したこ

とから、Ｂ船との衝突の虞を感じ、衝突を避けようとして機関を非常

時全速力後進にかけていたところ、Ａ船の船首が左に振れて左舷側に

ある本件護岸に接近し、本件護岸に衝突したものと考えられる。 

 Ａ船は、機関を非常時全速力後進にかけた際、機関を後進にかける

と船首が左に振れる特性があったことから、船首が左に振れたものと

考えられる。 

 Ｂ船は、内港航路の北側航路外から同航路に向けて南南東進中、船

長Ｂが、西進中のＡ船を視認し、Ａ船が、約１０kn から増速しながら

航行していたが、約８～９kn で航行しているものと思い、増速してＡ

船の船首方を通過したのち、同航路でＡ船と左舷を対して通過しよう

とし、Ａ船の船首方を横切る態勢で航行したところ、Ａ船と接近した

が、左転すればＡ船に対して左舷を対して通過したいという操船の意

図が伝わると思い、同航路に入って左転を始めたことから、Ａ船と更

に接近したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船との衝突の危険を感じて右舵一杯を取って反転した

ことから、Ａ船との衝突を回避することができたものと考えられる。  

原因  本事故は、阪神港大阪第１区において、Ａ船が内港航路の南側境界

線付近を西進中、Ｂ船が内港航路の北側航路外から同航路に向けて南

南東進中、船長Ａが、右舷船首方に同航路へ向けて航行するＢ船を視

認し、その後、Ｂ船が大阪第３区へ向かうことが分かり、Ｂ船が左転

するものと思い、右舷を対して航行するつもりで左転して本件護岸寄

りに航行したが、Ｂ船が船首方を横切る態勢であることを知り、警告

信号を行ったものの続航し、また、船長Ｂが、Ａ船の船首方を通過し

たのち、同航路でＡ船と左舷を対して通過しようとし、Ａ船の船首方

を横切る態勢で航行したところ、Ａ船と接近したが、左転すればＡ船

に対して左舷を対して通過したいという操船の意図が伝わると思い、

同航路に入って左転を始めたため、船長Ａが、Ｂ船との衝突の虞を感

じ、衝突を避けようとして機関を非常時全速力後進にかけていたとこ

ろ、Ａ船の船首が左に振れて左舷側にある本件護岸に接近し、本件護

岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・港則法第１８条第２項の規定により、特定港においては、小型船

は、小型船及び雑種船以外の船舶の進路を避けること。 
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 ・ＶＨＦを有効に活用し、互いに他の船舶の操船の意図を確認する

こと。 

・港内では、減速して航行すること。 

 

 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

15:06:02 34-38-40.7 135-26-24.8 287 285.8 1.5 

15:07:02 34-38-40.9 135-26-21.8 284 284.5 3.4 

15:08:02 34-38-42.2 135-26-17.3 284 286.5 5.1 

15:09:02 34-38-43.6 135-26-09.4 284 284.7 6.7 

15:10:11 34-38-45.7 135-25-59.0 283 284 8.4 

15:11:02 34-38-47.5 135-25-50.2 282 283.5 9.4 

15:12:02 34-38-49.3 135-25-38.4 274 277 10.4 

15:13:02 34-38-50.0 135-25-25.2 271 271.9 11.5 

15:14:02 34-38-50.0 135-25-10.8 264 267.8 12.1 

15:15:02 34-38-48.2 135-24-56.4 243 251.6 11.9 

15:16:02 34-38-43.2 135-24-45.4 225 234 8.6 

15:16:30 34-38-41.5 135-24-42.4 214 227.5 7.3 

15:16:58 34-38-39.1 135-24-39.8 204 215.4 6.2 

15:17:20 34-38-37.3 135-24-38.4 198 210.6 5.4 

15:17:30 34-38-36.7 135-24-38.2 197 225.9 1.8 

15:18:02 34-38-36.8 135-24-37.8 191 281.4 0.7 

15:18:30 34-38-36.8 135-24-37.5 187 282.7 0.6 

15:19:11 34-38-37.2 135-24-37.1 184 287.8 0.0 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 




